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米国から輸入される牛肉等の取扱いについて

標記については、「米国から輸入される牛肉等の取扱いについて」（平成25年２月

１日付け食安監発0201第３号）により取り扱っているところです。今般、同通知中、

記の１において別途通知することとしている対日輸出認定施設のリストについて、

米国農務省農業販売促進局：Agricultural Marketing Service（AMS）ホームペー
ジ内の下記 URLに掲載されることとなりましたので、御承知おきください。
なお、平成25年２月14日付け食安監発0214第２号については廃止します。

AMSウェブサイト
http://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/LSOfficialListingQSAJapanKoreaTaiwan.pdf


